
平成１８年度「エコパートナーくまもと」第 1回役員会 

議事録 

日 時：平成 18 年 5 月 15 日(月) 19:00～20:00 

場 所：熊本市役所７階会議室 

出席者：13 人（三嶋会長、吉田副会長、河野理事、中村理事、嘉悦理事、田原理事、大住監

事、事務局長（環境企画課長）、前田補佐、植木主幹、田中、渡辺、寺本） 

 

１ 三嶋会長あいさつ 

（以降、進行：三嶋会長） 

 

２ 総会議案について 

第１号議案 平成１7年度事業報告及び決算について 

・ 事業報告（中村理事（企画運営委員会副委員長）より説明） 

・ 決算報告（事務局長より説明） 

・ 監査報告（大住監事より説明） 

（質疑） 

河野理事 ：会計監査を実施して今後のことについて何か感じたことはありましたか。 

大住監事 ： 監査内容については特にないが、それ以外で、市の補助金だけでなく各ワー

キンググループが独自に資金を確保することや、事業者の参加登録を促すため

に会員になった事業者に特典（入札の優先など）をつけることなどについて今

後の企画運営委員会で提案したいと思う。 

 

河野理事 ：ゴミ有料化が否決されたことについて 

事務局  ：ゴミ袋の有料化は否決されたが、市としてはごみ減量、リサイクルを引き続

き進め、市民の皆様にも PR していく。 

大住監事 ：エコパートナーくまもとの会員の中でも、様々な意見があり、今年度全体事

業としてゴミをテーマとした連続学習会をする提案も出ている。 

 

三嶋会長 ：会費の収納額が下がった理由は何か。 

事務局  ：会員数が伸びていないことに加え、収納率も下がっている。 

      未納の方へ年に数回催促状の送付や、ワーキンググループからの呼びかけ等

は行っている。 

三嶋会長 ：収納率をあげるため、いろいろな機会をみて呼びかけること。 

全員   ：〔第 1号議案について了承〕 

 

 

第２号議案 平成１8年度事業計画及び予算案について 

・ 事業計画（中村理事（企画運営委員会副委員長）より説明） 

・ 予算案（事務局長より説明） 

（質疑） 

三嶋会長 ：平成 18 年度事業計画に「個別のワーキンググループ事業に加え、各ワーキン

ググループや会員などが連携して行う全体事業を実施する」とあるが、全体

事業とは具体的にどういうものか。 

中村理事 ：ワーキンググループ毎の取り組みが進んでいる現在、エコパートナーくまも

と全体での動きが少ないため、全体での事業を行うこととなり、3 月の企画

運営委員会では「ゴミ」をテーマにした連続学習会の開催などの意見が出た。

内容については今後の企画運営委員会で検討することとなっている。 



全員   ：〔第 2号議案について了承〕 

 

第３号議案 平成 18 年度予算の執行について 

事務局  ：〔平成 18 年度の事業で総会前に実施された「H18 第 1 回よかエネ市民学校」

と「第 7 回エコ･フリー・マーケット」の事業について、会則第 9 条の規定に

基づいて会長専決事項として予算が執行されたことについて報告。〕 

（質疑なし） 

全員   ：〔第 3号議案について了承〕 

 

第４号議案 会則の改正について  

事務局  ：〔会則の主な改正点について説明〕 
（質疑） 
 三嶋会長 ：第 1号議案で報告された組織体制見直しを昨年度に年間通して検討した結果

この会則改正案ができたと理解していいか。 
 中村理事 ：その通りである。企画運営委員会とリーダー会議を一本化するなどの意見が

出た。また、ワーキンググループ間の連携を図るためにグリーンコンシュー

マーワーキンググループと環境教育ワーキンググループと食と農ワーキング

グループでは、３ワーキンググループ合同会議を行うなどの動きも出てきて

いる。 
        

 河野理事 ：企画運営委員会の委員長、副委員長の任期を 2 年とするとなっているが、再

任はできるのか。 

 事務局  ：再任は妨げないこととしている（会則改正案の第 11 条第 6号） 

全員   ：〔第 4号議案について了承〕 

 

第５号議案 役員の改選及び顧問の選任について 

事務局  ：〔昨年度の企画運営委員会で組織体制見直しを行い、役員改選のための推薦委

員会で提案された役員推薦案と、事務局からの提案事項である顧問の選任に

ついて説明。〕 

 中村理事 ：企画運営委員会、ワーキンググループと役員会が連携できるような役員選任

案（副会長に企画運営委員長、理事にワーキンググループリーダーが就任す

る）となっており、役員会の開催回数も年に数回に増やすこととなっている。 

 河野理事 ：この役員会は、自由に発言ができる場となっている。 

 中村理事 ：先ほどお話した３ワーキンググループ合同会議では、「居場所づくり」をコン

セプトとして自由に発言ができる雰囲気作りをしている。いろいろな意見の

中から、新しい面が見えてくるので、そういった場作りが大切である。 

 河野理事 ：熊本市男女共生連絡協議会会長として理事を引き続き就任させていただくの

だが、会長が交代となった場合も新会長が引き続き役員としてエコパートナ

ーくまもとと関わっていきたい。 

全員   ：〔第 5号議案について了承〕 

 

３ 報告事項 

・事務局規程及び会計規程の改正について（事務局より報告） 

三嶋会長：予算執行上の規程をさらに明確化し、実態に合わせた改正である。 

 

４ その他 

 ・総会当日の役割分担について（事務局より説明） 

全員  ：〔異議なし〕 

・新会長に推薦された小牧環境保全局長よりあいさつ 


